
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しくは、ローンセンター（本店 営業推進課）または 各支店窓口までお問い合わせください。 

 ローンセンターでは第４日曜日もご相談・受付を承っております。 

 

結婚式、披露宴費用、 

結納費用、新婚旅行、

結婚に伴う新生活準

備費用等 

歯科矯正、インプラ

ント、レーシック手

術等の健康保険適

用外の医療費 



 

●八女東支店…0943-24-3186 ●八女北支店…0943-24-4686 ●八女西支店…0943-24-4786 ●羽犬塚支店…0942-53-3171 

●筑後支店…0942-53-2815 ●立花支店…0943-22-8086 ●広川支店…0943-32-1121 ●星野支店…0943-52-3121 

●上陽支店…0943-54-3311 ●矢部支店…0943-47-3131 ●黒木支店…0943-42-2191 ●ローンセンター…0120-644-602 

 
《 ＪＡ多目的ローン申込概要 》（基金協会保証型） 

 
 １．商品名 ＪＡ多目的ローン 

 ２．お使いみち 
○生活資金に限ります。 

ただし、負債整理資金、事業資金、営農資金および経済未収金の肩代り資金としてのご利用はでき

ません。 

３．ご利用 
いただける方 

○当ＪＡの組合員の方。（お借入時までに、組合員にご加入いただける方。） 
○お借入時の年齢が満18歳以上で、最終返済時年齢が満76歳未満の方。 

○前年度税込年収が150万円以上の方。 

ただし、農業以外の自営業者の場合、過去2年間の所得が150万円以上の方。 

○継続して安定した収入が認められる方。 

※農業以外の自営業者の場合は、2年以上継続して営業の方。 

※嘱託・契約・派遣社員の場合は、勤続年数が1年以上の方 

○当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方。 

○その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。 

４．お借入金額 ○500万円以内（1万円単位）とし、ただし（嘱託・契約・派遣社員の場合は、３００万円以内）、 

所要資金の範囲内とします。 

５．お借入期間 ○10年以内（嘱託・契約・派遣社員の場合は、5年以内） 

６．お借入利率 
○当初のお借入利率を、お借入期限まで適用いたします。（お借入期間中の見直し・変更はございま

せん。） 
○お借入利率等、詳細については、当ＪＡの窓口へお問い合わせください。 

７．ご返済方法 

○「元利均等方式」 

○「毎月返済」と「毎月・ボーナス併用返済（毎月返済に加え年 2 回、特定月の増額返済）」からご

選択いただけます。 

※ボーナス返済分の返済合計元金は、お借入金額の50％を限度とします。 

○その他返済方法等、詳細については、当ＪＡの窓口へお問い合わせください。 

８．担保 ○不要です。 

９．保証 

○当ＪＡが指定する保証機関（福岡県農業信用基金協会）の保証をご利用いただきますので、原則と

して保証人は不要です。 
ただし、保証機関が必要と判断した場合は保証人が必要です。 
 

10．保証料 

○一括前払い・分割払いのいずれかよりご選択いただけます。 
①一括前払い 
お借入時に一括して保証料（年率1.00%で計算した金額）をお支払いいただきます。 

②分割払い 
約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料（年率 1.00%で計算した金額）をお支払いいただきま

す。 

11．その他 

○お申込に際しては、当ＪＡおよび当ＪＡが指定する保証機関において所定の審査をさせていただき

ます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承くだ

さい。 
○ご返済額の試算については、当ＪＡの窓口へお問い合わせください。 

 


